
森
林
国
営
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

森
林
国
営
保
険
法
の
一
部
改
正

一

法
律
の
題
名

法
律
の
題
名
を
森
林
保
険
法
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
題
名
関
係
）

二

目
的
及
び
定
義

こ
の
法
律
は
、
森
林
保
険
の
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
に
よ
っ
て
林
業
の
再
生
産
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と

（一）
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
林
業
経
営
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
一
条
関
係
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
保
険
」
と
は
、
森
林
に
つ
き
、
火
災
、
気
象
上
の
原
因
に
よ
る
災
害
（
風
害
、
水
害
、

（二）
雪
害
、
干
害
、
凍
害
及
び
潮
害
に
限
る
。
）
及
び
噴
火
に
よ
る
災
害
（
以
下
「
保
険
事
故
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
生

ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
塡
補
す
る
保
険
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
に
よ
り
行
う
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
保
険
契
約
」
と
は
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。

（三）
）
が
森
林
に
つ
き
保
険
事
故
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
塡
補
す
る
こ
と
を
約
し
、
保
険
契
約
者
が
こ
れ
に

対
し
て
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
二
条
関
係
）



三

森
林
保
険

研
究
所
は
、
森
林
保
険
の
保
険
金
額
の
標
準
、
保
険
料
率
そ
の
他
の
引
受
け
に
関
す
る
条
件
を
定
め
、
農
林
水
産
大

（一）
臣
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
当
該
引
受
け
に
関
す
る
条
件
が
保
険
契
約
者
の
負
担
の
観
点
か
ら
著
し
く

不
適
切
な
も
の
で
あ
る
等
の
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
研
究
所
に
対
し
、
変
更
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
五
条
関
係
）

森
林
保
険
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
森
林
保
険
契
約
の
申
込
み
と
同
時
に
、
研
究
所
に
保
険
料
の
全

（二）
額
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
六
条
関
係
）

研
究
所
は
、
森
林
保
険
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
と
き
は
、
保
険
証
書
を
作
成
し
、
保
険
契
約
者
に
交
付
す
る
も

（三）
の
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
森
林
保
険
契
約
に
係
る
研
究
所
の
責
任
は
、
当
該
保
険
証
書
が
作
成
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら

始
ま
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
七
条
及
び
第
八
条
関
係
）

森
林
保
険
の
保
険
金
額
は
、

の
保
険
金
額
の
標
準
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

（四）

（一）

と
。

（
森
林
保
険
法
第
十
条
関
係
）

損
害
が
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
等
の
場
合
に
は
、
研
究
所
は
、
損

（五）



害
を
塡
補
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
十
二
条
関
係
）

四

罰
則

三
の

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
等
の
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

（一）

料
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
保
険
法
第
十
九
条
関
係
）

五

そ
の
他

森
林
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
、
保
険
契
約
者
等
が
、
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
農
林
漁
業
保
険
審
査
会
の

（一）
審
査
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
改
正
前
の
森
林
国
営
保
険
法
第
二
十
二
条
関
係
）

保
険
事
務
の
一
部
を
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（二）

（
改
正
前
の
森
林
国
営
保
険
法
第
二
十
三
条
ノ
二
関
係
）

片
仮
名
書
き
・
文
語
体
と
な
っ
て
い
る
表
記
を
、
平
仮
名
書
き
・
口
語
体
に
改
め
、
表
記
の
平
易
化
を
図
る
こ
と
そ

（三）
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
の
一
部
改
正

一

研
究
所
の
目
的
の
追
加



森
林
保
険
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
こ
と
を
研
究
所
の
目
的
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
三
条
第
二
項
関
係
）

二

研
究
所
の
業
務
の
範
囲
の
変
更

研
究
所
は
、
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

森
林
保
険
を
行
う
こ
と
。

（一）

の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
十
一
条
第
二
項
関
係
）

（二）

（一）

三

業
務
の
委
託

研
究
所
は
、
業
務
方
法
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
森
林
組
合
若
し
く
は
森
林
組
合
連
合
会
又
は
地
方
公
共
団
体
そ

の
他
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
者
に
対
し
、
二
の
業
務
（
森
林
保
険
契
約
の
締
結
及
び
保
険
金
の
支
払
の
決
定
を
除
く

。
）
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
十
二
条
関
係
）

四

長
期
借
入
金
及
び
森
林
総
合
研
究
所
債
券

研
究
所
は
、
二
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、

（一）
又
は
森
林
総
合
研
究
所
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
所
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
に
充
て
る
た
め

（二）

（一）
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
十
五
条
関
係
）

五

債
務
保
証

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
四
の
長
期
借
入
金
又
は
債
券
に
係
る
債
務
に
つ

い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
十
六
条
関
係
）

六

財
政
上
の
措
置

政
府
は
、
研
究
所
が
、
四
の
長
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
二
の
業
務
に
要
す

る
費
用
又
は
四
の

の
償
還
に
充
て
る
た
め
の
資
金
の
調
達
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
算

（二）

で
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
森
林
総
合
研
究
所
法
第
十
八
条
関
係
）

第
三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



森
林
保
険
特
別
会
計
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
条
か
ら
第
百
五
十
七
条
ま
で
関
係
）

第
四

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


